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災害時の資金繰りを支援する 

林業・木材産業災害復旧対策保証 
 

近年、地震や豪雨等による自然災害が多く発生し、林業・木材産業を営む皆様が直接的、間接的

に被災し、事業継続に支障をきたす場合があります。 

災害発生後において、林業者の皆様が復旧･再建資金を少ない負担、かつ、別枠で保証を受けら

れるよう、独立行政法人農林漁業信用基金では「林業・木材産業災害復旧対策保証」を平成 31 年

4 月に新設しました。 

ご利用対象者 
林業・木材産業を営む方で災害（林野庁長官の指定する災害）により直接的、 

間接的（主要取引先の被災等）に被害を受けられた方 

保証限度額 8,000 万円  （通常の保証限度額とは別枠で利用できます。） 

資金使途 事業の復旧、再建に必要な新たな資金 

保証期間 運転資金５年以内（特認７年以内）、設備資金 15 年以内（返済据置期間２年以内） 

返済方法 一括返済／分割返済 

保証料の特例 最大で５年間「保証料免除」となります。 

貸付利率 金融機関所定の利率  （市町村の利子補給制度を利用できる場合があります。） 

貸付方式 手形貸付／証書貸付 

保証人 実質無保証人（同一経営の範囲内の保証人のみ徴求） 

担 保 実質無担保（融資対象物件担保のみ徴求） 

出資金 保証額に対して出資金が必要です。（完済後、ご請求により出資金を返戻します。） 

その他 

・直接被災者の場合は、市町村長が発行する「り災証明書」または「被災証明書」が

必要となります。 

・間接被災者の場合は「被害証明書(信用基金指定様式)」が必要となります。 

申込窓口 お取引先の金融機関へ直接お申込みください。 

相談窓口 

独立行政法人農林漁業信用基金 林業信用保証業務部 業務課 

〒１０１－８５０６ 東京都千代田区内神田１－１－１２ 

電話 ０３－３２９４－５５８５・５５８６ 

URL：https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/shien/index.html 又は 

※融資及び保証については一定の審査をさせていただきます。 


